
参考 1

セーフティ・ネッ トワTク の実現に向けて

～セーフティ・ネットワーク実現チ=ム中間とりまとめ～

(抜粋 )

平 成 22年 5月 24日
セーフティロネットワーク実現チーム

「緊急雇用対策」 (平成 21年 10月 )に基づき「ワンス トップ |サニ ビス・デ

イ」や「年末年始の生活総合相談」を実施 し、下定の目的は達成 したが、離職

等による貧困・困窮の状態にある人々の雇用や居住、生活を支える「セーフテ

ィネッ ト」の脆弱さが浮き彫 りとなつた。

(1)制度・窓日の「縦割 り」支援からの脱却

(ワンストップ・サービス等の限界)

「ワンス トップ・サー ビス・デイ」は、場所 。職員確保の問題から恒常的

実施は困難である。年末年始の生活総合相談も、期間中に利用者の課題把

握・活用可能な支援を相談 し、年明け以降の具体的支援に結びつけるには至

っていない。

(利用者ニーズヘの対応 )

「ワンス トップ・サー ビス・デイ」の取組等で明らかになった課題を踏ま

え、本年に入つてから、第二のセーフティネ ット等に関する総合相談を日常

的にワンス トップで実施する住居 ,生活支援ア ドバイザーをハローワークに

設置するなどの取組を行なっている。その一方で、社会的に排除された期間

が長期にわたった場合には、様々な生活上の リスクが重なり、自身の抱える

問題を認識することも困難 となる。自立に結びつけていくには、利用者一人

ひとりのニァズや状態を個別に把握 しうつ、その生活上のリスク全体を受け

止め、丁寧な相談・カウンセ リングなどにより継続的に関わることが不可欠

である。

(略 )

2.対応の方向と当面の取

・居住・生活支

『セーフティロ
このような課題に対応するため、以下の取組を通じて、雇用

援サービスが「個別的」「継続的」「制度横断的」に提供される

ネットワーク』の実現を図る必要がある。



(1)「パーソナル ロサポー ト (個別支援 )」 サー ビスの導入

年末 口年始の貧困口困窮者支援の取組で明らかになつた様々な課題に対応

するため、様々な生活上の困難に直面している利用者に対して、パーソナ

ル・サポーターが、個別的かつ継続的に、相談 "ガウンセリングや各サービ

スヘのつなぎを行う「パ=ソナル・サポー ト (個別支援)」 サービスを導入

することが必要である。

この取組の導入に向けて、本年度から「モデル ロプロジエクト」を全国数

か所で実施しつつ、並行して制度化に向けた検討を進める。

<対応の方向性>       |
年末・年始の貧困・困窮者支援の取組で明らかになった課題に対応するため、

新たに「パー ソナル 。サポー ト (個別支援 )」 サービスを導入する必要がある。

パーソナル・サポー ト・サービスとは、様々な生活上の困難に直面 し本人の

力だけでは個々の支援を適確に活用 して自立することが難 しい利用者に対 し

て、パー ソナル・サポータ∵が、個lll的 かつ糸区続的に相談・カウンセ リング

を行い、問題を把握 し、必要なサービスのコーディネー トや開拓、自立に向

けてのフォローアップを行 うていわば 「人によるワンス トップ・サービス」

である。

このようなパーソナル・サポー ト・サービスは、地域のNPOや 教育機関、

民間企業等が提供主体 となって個別支援を行 うことが大きな特徴であ り、こ

のような取組が有効に機能するためには、地域において行政や制度の「縦害1

り」を超えた制度横断的な支援体制を作ることが重要である。

<当面の取組>
(モデル・プロジエクトの実施 )

パニソナル・サポー ト・サービスの導入に向けて、現場 レベルでの取組を踏

まえた実際的な議論が不可欠であることから、「モデル・プ■ジ三ク ト」を実

施することとする。モデル・プロジェクトの第下弾として、神奈川県横浜市、

北海道釧路市、京都府等の非正規労働者や長期失業者等への支援の実績等の

ある地域 (自 治体)で実施することとし、本年秋からの開始を目指す。また、

それ以外の地域においても、モデル・プロジェクトとしての条件が整ったも

のについては、第二弾以降追力目的な実施を進める。

なお、このモデル・プロジェクトは、今年度から来年度にかけて、都道府県

に造成されている「緊急雇用創出事業」の基金を活用して実施することを念

頭において実施準備を進める。

(検討委員会の設置と制度化に向けた検討)

パーソナル・サポー ト0サこビスの具体的な設計を行うため、



専門家等からなる検討委員会を設置し、モデル・プロジェクトから得られた実

績や課題等の分析を行いつつ、

(ア)パーソナル・サポーターの対象分野や支援分野等の基本的な考え方、 |
(イ )パーソナル・サポーターの役害Jや養成 。確保体制等の具体的な設計、

(ウ )パーソナル・サポー ト・サービスを支える地域体制の構築

など制度化に向けた課題について検討を進める。

また、必要に応じ、モデル・プロジェクトヽの拡大やパーソナル・サポーター

の育成推進に向けた検討を進める。

(略 )

これ らの内容については、新成長戦略の雇用 。人材戦略に反映することとする。



パーンナル・サポニト (個別支援)

・サニビスについて

平成22年5月 11日

内 ‐閣 府
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昨年来の貧困口困窮者支援の取組と今後の課題

.昨年来の貧困・困窮者支援の取

〇 年末年始に求職中の貧困・困窮者が、再び「派遣村を必要とすることなく、安心して生

活が送れるようにする」ことを目標に、「ワンストップロサービスロデイ」を11月 と12月 の2回

開催し、「年末年始の生活総合相談」の実施を各自治体に要請。

ワンストップ・サービスロデイ
・第1回 :平成21年 11月 30日 実施77か所、協力215市町村、利用2,404名

:第2回 :平成21年 12月   実施204か所く協力400市町村、利用3,926名

年末年始の生活総合相談
・大多数の自治体が12月 29日 及び30日 に相談窓口を開庁。実施194自 治体 来所5,535名

・東京都において、求職中で住居のなぃ方を対象に都内の施設において生活総合相談と宿泊 0

食事等の提供を実施 入所者860名

2.今後の課題

○ 住居を喪失した求職者の支援に対して国や地方自治体が責任を持つて対応したという

点で、一定の目的は達成したがt以下の課題について引き続き検討が必要。

①貧困・困窮者は氷山の一角。より広い対象者に適用可能な普遍性のある対応策が必要ι

②利用者一人ひとりの二=ズや状態に応じたきめ細かな支援が必要。→「個別的な対応」

③年末に「年を越せないのではないか」という不安を抱えなくて済むような、年間を通じて、また、

利用者それぞれのステージに応じた一貫した対応が必要:→「継続的な対応」

④ワンストップロサービスの趣旨を踏まえ、縦割り支援体制の克服が必要。→「制度横断的な1対応」



○課題に対応するため、非正規労働者や長期失業者、未就職新卒者等を支える雇用・

居住・生活面の支援サービスが、「個別的」・「継続的」口「制度横断的」に提供される
「セーフティ・ネットワーク」を構築する必要。
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「個男1的」・「継続的」:「横断的」に提供される『セーフティ・ネツドワーク』の構築
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「パーソナル・サポート(個男1支援 )・ サービス」の導入二「人によるワンストップロサービス」の実現

「パーー1 ル・サポータニ」が マンロツー ロマン

・ イメージは「専門知識をも|つ友人」。友人は、病院を退院しても、生活保護を脱去日しても、友人であることを止めない。

・ 「パーソナル・サポーター」の養成システムのあり方について、諸外国の事例も参考に検討を行う。この場合、NPO

や専門学校等教育機関、福祉関係機関等とも連携して、人材育成について相当な能力・実績を有する者を確保する。

・ PSサービスの重要性は、若者就労支援に限つたものではなく、高齢者・障害者など全般に通用するものである。

なお、現状においては、これまでのセーフティネットが十分にカバーしていない若年者への対応が特に急がれる。

○パーソナル・サポニト・サービスが有効に機能するためには、行政や制度の「縦割り」を乗り越え (「連

携」を超えた「一定の権限付与」が不可欠)、 地域で制度横断的な支援体制を作る必要がある。

○また、パニソナル・サポート・サービスの提供主体については、顔の見える水平的な個別支援を継続さ

せる必要から、地域のNPOや教育機関、民間企業などの積極的参加が不可欠。    |

2

に、相談・カウンセリングや各サービスにくつなぎ〉、またくもどす〉倒 奎担竪。



（尋ｅくいヽ日ヽ緊Ⅸ）



○イギリスでは、「ニューディール政策(1998年～)」の一環としてtジヨブセンターロプラス(※ 1)を中心に、離職
期間に応じた就労支援を展開しており、一定の成果をあげている(※ 2)。

※1求職者手当、所得補助、就労不能手当等の給付サービスや職業・教育訓練等の雇用サービスを総合的に提供する機関
※22009年 10月 から、新たに4段階として、専門プロバイダーによる就労支援を展開 (フ レキシブル・二■―ディール)。

○全国約1,500か所のジョブセンターロプラスに91000人 (2006年 )を超える「パ∵ソナル・アドバイザー」を配置。

求職者手当受給者―人一人にパーソナル・アドバイザニがつき、就職活動を一貫してサポート(手当受給者
は面談を受ける等の義務を負う)。

○相談は定期的(2週間に1回 )に実施。1人当たり所要時間は相談者の支援の必要度に応じ20～ 60分程度。

○パーソナルロアドバイザーは、就職支援に関する相当の専門的知識が必要 (450/0の者が5年間以上の経験 ,

また、助言二指導に関する資格 (例 :NVQレベル3又は4)の取得が推奨)。

担当する手当受給者に対し、個別的口継続的な面談及び就職に結びつく

'舌

動の提案を実施し、

<参考例>イギリスのパTソナル・アドバイザニ (概要)

手当受給者に自信をつけさせ、求職活動に必要な技能を身に付けさせる
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「パ■ソナル,サポT卜」の具体的な検討について

1.「パーソナル・サポート」に関する検討課題

・PSサービスが想定する、主な対象者と支援分野

・PSサービスの制度的な位置づけ など

②「パーソナル・サポーター」の具体的な設計

・パァソナル・サポーターの役割、任務、権限

・パーソナル・サポニタ‐の養成・確保体制、必要な人数見通し など

③ PSサービスを支える地域体制の構築 等       :
・PSサービスの実施主体、地域の包括的支援体制の構築

・PSサービス導入の推進体制とスケジュール設定 など

2.「モデル・プロジエクト」の取組

口非正規労働者や長期失業者等への支援の実績等のある地域 (自 治体)において、パ,ソナ

ル 0サポート導入の「モデル・プロジェクト」を実施する方向で検討・調整中。
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